
　5歳児と1年生は、芋の苗植えと芋掘りを

一緒に楽しみました。ペアを組み、継続して

交流することでかかわりが深まっています。

1年生に幼児とかかわる力が育つとともに、

幼児の小学校生活への期待が高まり、スムー

スな移行が可能になると考えています。 

幼児・児童の交流 

　平成20年11月14日、鳥取県教育審議会から鳥取県教育委員会に答申がありました
ので、概要を紹介します。 

¡特別支援教育の窓口となる担当者の明確化と園内支援体制の構築 
¡小学校への移行支援体制の構築と一貫した支援の推進 
 

¡管理職のリーダーシップの一層の向上　¡「わかる授業」の推進 
¡発達障害に関する専門性の高い教員の養成 
¡「通級による指導」の理解の推進　¡特別支援学級の指導・支援の充実 
¡特別支援学級と通常の学級の交流及び共同学習の推進 
 

¡校内支援体制の確立　¡思春期・青年期における具体的な支援の充実 
¡「個別の教育支援計画」を活用した連携 ¡特別支援教育の普及啓発の取組 ¡連携による特別支援教育の充実 

　小学校に入学したばかりの１年生が、集団行動がとれない、授業中に座っていられない、教員の

話を聞かないなどの状態が続く「小１プロブレム」。遊びを中心とする幼稚園や保育所から、教科

等の学習を中心とする小学校へと環境が急激に変化し、児童が戸惑うことが原因と言われていま

す。幼児教育と小学校教育とでは、教育の内容や方法は異なり段差があります。児童が、その段差

を乗り越えて、小学校で充実した生活を展開するためには、幼児教育と小学校教育とを円滑につ

なぐことが必要です。ここでは、八頭町、倉吉市、琴浦町が取り組んでいる幼稚園・保育所の保育

や小学校の教育内容、またはそれぞれの指導方法などをつなぐ連携に関する実践を紹介します。 

　5歳児が協力して動物広場を作る姿を参観し、1年

生での図画工作はもちろんのこと、その他の学習の

基礎となる経験をしていることや、詳しい保育計画

を知ることにより、9年間の学びのつながりを考える

機会となりました。また、幼児と児童に共通する課題

を確認し、人間関係づくりについて協議を深めました。 

　小学校教員は、参観だけでなく、実際に保育園に

入って保育体験をしました。幼児のありのままの

姿に触れ、保育士の幼児へのていねいな指導の中

に、一人一人の子どもの発達段階や発達課題に応

じた手だてが考えられていること、適切な保育士

の援助がなされていることを学ぶことができました。 

小学校教員の保育体験 

 

小学校教員の5歳児保育参観と合同研修会 

　県内で活動する様々なサークルや団体、学校のみなさんに、日頃の活動成果を発表していただく機会として

「生涯学習フェスティバル in東部2008」を開催しました。公民館や学校を中心に活動しておられる方々から

小・中・高校生まで、元気にフェスティバルを盛り上げていただきました。県内から63団体（うち学校は6校）の

団体が参加し、ステージ発表や作品展示、体験コーナーの出店などに約2,600人の来場がありました。 

書道・生け花などの 

作品も多数展示 

されました。 

高校生が地元食材を

使って考えたアイデア

料理について、道場

六三郎さんに御指導

をいただきました。 

来場者も参加でき

る工作や楽しく学

べる体験コーナー

もありました。 

「未来をひらく鳥取

学」が共催され、講

師に料理人の道場

六三郎さんをお迎

えしました。 

高校生も司会・受付

などにボランティア

で協力してくれました。 

コーラス、伝統芸能

など、大人に混じっ

て小・中学生も見事

に演じました。 

※「学習指導要領」 
　全国どこの学校で教育を受けても一定水準が確保されるようにするため、各教科
等の目標や内容などを文部科学省が定めているもので、教科書や学校での指導内
容のもとになるものです。幼稚園教育要領も同趣旨のものです。 

¡基礎的な知識・技能をしっかり身につけさせます。 
¡知識・技能を活用し、自ら考え、判断し､表現する力をはぐくみます。 
¡学習に取り組む意欲を養います。 

「ゆとり」か「詰め込み」かのどちらか一方ではなく、基礎的な知識・技能の習得と思考力・判断力・ 
表現力等をバランスよく育成していくことが求められています。 

¡教科書のない道徳、総合的な学習の時間、特別活動は、21
年度から新学習指導要領の内容に従って学習します。 

¡算数・数学、理科は、21年度から補助教材を使って、内容を
追加して学習します。 

¡小学校5・6年における外国語活動は、21年度から実施し
ますが、学校の実態に合わせて、時間数は段階的・計画的
に確保していきます。（23年度から35時間） 

◆小学校では、算数、理科、体育の時間が増加し、総合的な学習
　の時間が減ります。総時間数は各学年とも1時間増加します。 

◆中学校では、数学（1年）、理科（3年）が増加し、選択教科と
　総合的な学習の時間が減ります。総時間数は変わりません。 

　各教科等で知識・技能を活用する場面を増やし、総合

的な学習の時間では自分で課題を設定して解決する学

習や、教科横断的な学習をしっかりと行うようにします。 

学習指導要領の詳細については、 
文部科学省のホームページをご覧ください。 

（文部科学省発行「生きる力」、「学習指導要領」（平成20年3月告示）より作成） 

新学習指導要領実施のスケジュール 

平成２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

先行実施 

検　定 使　用 採択・供給 

検　定 使　用 採択・供給 

周　知 
小学校 

中学校 
周　知 

全面実施 

先行実施 全面実施 

学習指導要領 

教科書 

学習指導要領 

教科書 

一部の教科等で先行実施 

全ての教科等で全面実施 
（新学習指導要領による 
　教科書を使用） 

＜現在の鳥取県の特別支援教育の課題＞ 
¡ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症等を含めた障害のある子ども一人一人の 
　ニーズ、重度・重複化、多様化に応じた教育の推進 

¡東・中・西部地区における各障害種に応じた教育体制の充実 
¡地域の特別支援教育の拠点としての特別支援学校の機能の充実 
¡障害のある生徒の後期中等教育の充実及び就労に向けた体制整備 
¡教員の専門性の向上 

¡知的障害者を対象とする県立高等特別支援学校  
　または分校や分教室の設置を検討 
¡発達障害教育拠点の設置を検討 
¡重度・重複障害者に対応した教育の一層の充実 
¡一貫した進路指導体制の確立と就労の促進 

 

¡小中学校等との交流及び共同学習の推進 ¡適切な教育環境の整備 

前ページ問題例 解答　Q1：24cm2　Q2：48cm2　Q3：東公園 


